
規 則

�愛媛県規則第４２号
住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則

住民基本台帳法施行細則（平成１４年愛媛県規則第５２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第２条関係） 身分証明書

（表）

様式第１号（第２条関係） 身分証明書

（表）

省略 省略

（裏） （裏）

省略

第６章 罰則

省略

第６章 罰則

発 行 愛 媛 県
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告 示

�愛媛県告示第８６４号
瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第４条第

１項の規定に基づき、平成２０年５月３０日、瀬戸内海の環境の保全に

関する愛媛県計画の全部を次のように変更した。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

瀬戸内海の環境の保全に関する愛媛県計画

この計画は、瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０

号）第４条第１項の規定に基づき、本県の区域（同法第２条第１項

に規定する瀬戸内海（以下「瀬戸内海」という。）及び同法第５条

第１項に規定する関係府県の区域（以下「関係区域」という。）の

うち、愛媛県の区域をいう。以下同じ。）において、瀬戸内海の環

境保全に関し実施すべき施策について定めたものである。

第１ 計画策定の趣旨

この計画は、瀬戸内海が、我が国のみならず世界においても比

類のない美しさを誇る景勝の地として、また、国民にとって貴重

な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民が等しく享受し、後代

の国民に継承すべきものであるという認識に立って、それにふさ

わしい環境を確保し維持すること及びこれまでの開発等に伴い失

われた良好な環境を回復することを目途として、環境保全に係る

施策を総合的かつ計画的に推進するため政府が策定した瀬戸内海

環境保全基本計画（昭和５３年５月総理府告示第１１号）に基づき、

本県の区域において、瀬戸内海の環境の保全に関し実施すべき施

策を明確にし、また、実施する施策をより効果的なものとするた

め、瀬戸内海の環境の保全に関する中長期にわたる総合的な計画

として策定するものである。

また、この計画を策定し、公表することにより、県内の瀬戸内

海関係者、さらには広く県民に対し、瀬戸内海の環境保全の推進

に対するなお一層の理解と協力を求めるとともに、意識の高揚を

図るものである。

第２ 計画の目標

瀬戸内海の環境保全の推進のためには、関係府県等が相互に協

第４７条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の

罰金に処する。

� 第１１条の２第１１項若しくは第３４条の２第１項の規定に

よる報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の

規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

� 省略

第４８条 省略 第４６条 省略

第４７条 第３４条の２第１項の規定による報告をせず、若しく

は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避した者は、２０万円以下の罰金に処する。

注 省略 注 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第４３号
違法駐車車両の移動を行つた場合に負担金として納付すべき金額を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

違法駐車車両の移動を行つた場合に負担金として納付すべき金額を定める規則の一部を改正する規則

違法駐車車両の移動を行つた場合に負担金として納付すべき金額を定める規則（昭和６１年愛媛県規則第２５号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５１条第１６項（同法第７５条の

８第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、運転者

等又は使用者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額のう

ち、車両又は移動用器材を用いて違法駐車車両を移動した場合にお

ける当該車両の移動に要した費用の額を次の表のとおり定める。

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５１条第１５項（同法第７５条の

８第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、運転者

等又は使用者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額のう

ち、車両又は移動用器材を用いて違法駐車車両を移動した場合にお

ける当該車両の移動に要した費用の額を次の表のとおり定める。

省略 省略

附 則

この規則は、平成２０年６月１日から施行する。

愛 媛 県 報平成２０年５月３０日 第１９６８号

６６４



力しながら同一の目標に向かって各々の施策を遂行することが肝

要であることにかんがみ、瀬戸内海環境保全基本計画において定

められた目標等をこの計画の目標として、次のとおり定める。

１ 水質保全等に関する目標

� 瀬戸内海において水質環境基準が未達成の海域については、

可及的速やかに達成に努めるとともに、達成された海域につ

いては、これが維持されていること。

� 瀬戸内海において、赤潮の発生がみられ、漁業被害が発生

している現状にかんがみ、赤潮発生の機構の解明に努めると

ともに、その発生の人為的要因となるものを極力少なくする

ことを目途とすること。

� 水銀、ポリ塩化ビフェニル等の人の健康に有害と定められ

た物質を国が定めた除去基準以上含む底質が存在しないこと。
たい

また、その他有機物の堆積等に起因する悪臭の発生、水質

の悪化等により生活環境に影響を及ぼす底質については、必

要に応じ、その悪影響を防止するための措置が講ぜられてい

ること。

� 特に魚介類の産卵生育の場となっている藻場、魚介類、鳥

類等の生態系を維持する上で重要な役割を果たすとされてい

る干潟等瀬戸内海の水質浄化や生物多様性の確保、環境教育・

環境学習の場等として重要な役割を果たしている浅海域が減

少する傾向にあることにかんがみ、水産資源保全上必要な藻
じ

場及び干潟並びに鳥類の渡来地又は採餌場として重要な干潟

が保全されているとともに、その他の藻場、干潟等について

も、それが現状よりできるだけ減少することのないよう適正

に保全されていること。

また、これまでに失われた藻場、干潟等については、必要

に応じ、その回復のための措置が講ぜられていること。

� 海水浴場、潮干狩場等の自然とのふれあいの場等として多

くの人々に親しまれている自然海浜等が、できるだけその利

用に好適な状態で保全されていること。

� 健全な水循環機能を維持し、及び増進するとともに、自然

浄化能力の向上を図るため、上下流域の連携により森林を整

備し、森林の水源かん養機能を確保すること。

２ 自然景観の保全に関する目標

� 瀬戸内海の自然景観の核心的な地域は、その態様に応じて

国立公園、国定公園、県立自然公園又は自然環境保全地域等

として指定され、瀬戸内海特有の優れた自然景観が失われな

いようにすることを主眼として、適正に保全されていること。

� 瀬戸内海の島しょ部及び海岸部における草木の緑は、瀬戸

内海の景観を構成する重要な要素であることにかんがみ、保

安林、特別緑地保全地区等の制度の活用等により現状の緑を

極力維持するのみならず、積極的にこれを育てる方向で適正

に保護管理されていること。

� 瀬戸内海において、海面と一体となり優れた景観を構成す

る自然海岸については、それが現状よりもできるだけ減少す

ることのないよう適正に保全されていること。

また、これまでに失われた自然海岸については、必要に応

じ、その回復のための措置が講ぜられていること。

� 海面及び海岸が清浄に保持され、景観を損傷するようなご

み、汚物、油等が海面に浮遊し、あるいは海岸に漂着し、又

は投棄されていないこと。

� 瀬戸内海の自然景観と一体をなしている史跡、名勝、天然

記念物等の文化財が適正に保全されていること。

第３ 目標達成のため講ずる施策

計画の目標を実現するため、既に得られた知見と技術を最大限

に活用し、現在残されている自然環境の保全、発生負荷の抑制等

規制を中心とする保全型施策の充実に加え、これまでの開発等に

伴い失われた良好な環境を回復させる施策の展開及び施策の実施

に当たっての幅広い連携と参加の推進を基本的な考え方として、

各種の施策の積極的な実施に努めるものとする。

本県における基本的な施策は、次のとおりとする。

１ 水質汚濁の防止

� 水質総量規制制度等の実施

本県の瀬戸内海の区域は、燧灘、伊予灘及び宇和海からな

っており、水質環境基準の類型指定が現在化学的酸素要求量
りん

等については８水域、全窒素・全燐については５水域で行わ

れている。これら水域の環境基準点の平成１８年度における水

質は、健康項目については、１００パーセント環境基準を達成

している。一方、生活環境項目については、その代表的指標

である化学的酸素要求量でみると、Ａ類型の海域では１リッ

トル当たり１．０ミリグラムから２．４ミリグラムまで、Ｂ類型

の海域では１リットル当たり１．４ミリグラムから２．８ミリグ

ラムまで、Ｃ類型の海域では１リットル当たり１．８ミリグラ

ムから５．２ミリグラムまでであり、環境基準達成率はＡ類型

７８パーセント、Ｂ類型９５パーセント、Ｃ類型１００パーセント、

類型計８２パーセントである。また、富栄養化の主要な原因物

質である窒素及びりんについてみると、本県では５海域すべ

て�類型に指定しており、全窒素１リットル当たり０．１４ミリ
りん

グラムから０．２４ミリグラムまで、全燐１リットル当たり０．０２

１ミリグラムから０．０２６ミリグラムまでであり、環境基準達

成率は、１００パーセントである。環境基準が未達成のものに

ついてはこれを達成させるためには積極的に汚濁負荷量の削

減を図り、またこれが達成されているものについてはその状

態を維持することが必要である。

特に、広域的閉鎖性水域である瀬戸内海については、関係

区域内で発生する汚濁負荷量の総量を計画的に削減すること

が肝要であることから、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１

３８号）及び瀬戸内海環境保全特別措置法の規定に基づき、水

質総量規制制度が実施されている。

本県においては、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん

含有量に係る総量削減基本方針（瀬戸内海）（平成１８年１１月

２１日付け環境大臣通知）に定められた平成２１年度における、

化学的酸素要求量の削減目標量１日当たり６３トンを達成する

ため、発生源別の削減目標量を、生活排水１日当たり１５トン、

産業排水１日当たり４１トン、その他１日当たり７トン、窒素

含有量の削減目標量１日当たり６６トンを達成するため、発生

源別の削減目標量を、生活排水１日当たり９トン、産業排水

１日当たり９トン、その他１日当たり４８トン、りん含有量の

削減目標量１日当たり５．０トンを達成するため、発生源別の

削減目標量を、１日当たり生活排水０．８トン、産業排水１日

当たり０．６トン、その他１日当たり３．６トンとした化学的酸

素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画

（愛媛県）（平成１９年６月愛媛県告示第１１２７号）を策定して

おり、この計画を積極的に実施していくとともに、計画され

ている各種施策の進ちょく状況及び瀬戸内海に流入する汚濁

愛 媛 県 報平成２０年５月３０日 第１９６８号

６６５



負荷量の実態等の把握に努めるものとする。

これらの対策を推進するに当たっては、特に次の施策を総

合的に講ずるものとする。

ア 生活排水については、第二次愛媛県全県域下水道化基本

構想（平成１６年３月策定）に基づき、市町と協力して、地

域の実情等に応じ、下水道や農業・漁業集落排水施設、浄

化槽等の生活排水処理施設及びし尿処理施設の整備を促進

する。また、窒素及びりんの除去性能の向上を含めた高度

処理の導入に努め、汚濁負荷量の削減を図る。

イ 産業排水については、汚濁負荷量の削減のため、処理施

設等の改善整備及び維持管理の適正化に努める。また、環

境保全施設の整備促進を図るため、愛媛県環境保全資金融

資制度等の積極的な活用の促進を図るものとする。

ウ 漁業に由来する汚濁負荷量を削減するため、持続的養殖

生産確保法（平成１１年法律第５１号）、愛媛県魚類養殖管理

要領（昭和５３年２月４日制定）等に基づき、魚介類の養殖

漁場の底質の悪化を通じて富栄養化が生じないよう漁場管

理の適正化に努める。

また、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する

法律（平成１１年法律第１１０号）、愛媛県環境保全型農業推

進基本方針（平成６年３月２８日制定）等に基づき、肥料の

施用量の低減を図ること等により、環境保全型農業を推進

する。

さらに、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に

関する法律（平成１１年法律第１１２号）、家畜排せつ物の利

用の促進を図るための愛媛県計画（平成１２年１０月２７日制定）

等に基づき、畜産農家と耕種農家との連携による家畜排せ

つ物の農地還元を行うとともに、巡回指導等により適正な

家畜排せつ物の処理施設の設置及び管理技術の指導に努め

る。

エ 河川等の直接浄化等を推進するとともに、微生物を用い

た水質浄化システムの開発等自然環境が有する水質浄化機

能の積極的な活用を図るものとする。また、底質の改善を

推進する。さらに、砂浜、干潟・浅場及び藻場の造成、干

潟及び藻場の保全等を必要に応じ行う。

オ 洗剤中のりんの削減及び使用量の適正化に努める。また、

富栄養化防止に係る普及啓発を推進する。

カ 総合的な富栄養化対策の推進を図るため、窒素及びりん

の海域における収支挙動及び流入実態の調査を行うととも

に、汚水処理技術の開発に関する調査研究を推進し、その

結果に基づき、必要な措置を検討するものとする。

また、本県の瀬戸内海の区域における赤潮は、平成１８年

度に９件発生しており、依然として漁業被害も懸念されて

いるので、被害を未然に防止するため、漁場環境モニタリ

ング調査指導事業により、国、県、漁協等の情報交換に基

づく監視通報体制を強化するとともに、赤潮対策に関する

調査研究を引き続き推進する。

� 有害化学物質等の規制及び把握等

本県においては、水質環境基準の健康項目については、全

測定地点で環境基準を達成しており、今後も特定施設の設置

等の許可制の適切な運用等により、水質環境基準の達成推進

を図るものとする。

特に、ダイオキシン類についてはダイオキシン類対策特別

措置法（平成１１年法律第１０５号）に基づく排出規制の推進、

常時監視の実施による状況の把握により、水質環境基準の達

成推進に努めるものとする。また、ダイオキシン類の分解技

術研究についても積極的に推進するものとする。

有害性のある化学物質については、特定化学物質の環境へ

の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成

１１年法律第８６号）に基づき、排出量の把握及び管理を促進す

るものとする。

さらに、有機スズ化合物、ノニルフェノール等の内分泌か

く乱化学物質についても、汚染実態の把握を一層推進するも

のとする。

� 油等による汚染の防止

本県の瀬戸内海の区域には、重要港湾の三島川之江港、新

居浜港、東予港、今治港、松山港及び宇和島港のほか、４７の

地方港湾がある。

石油コンビナート等特別防災区域には、松山地区、新居浜

地区、菊間地区及び波方地区の４地区が指定されている。

また、来島海峡をはじめ本県の海域は、船舶の往来が多く、

地形が複雑である。

このような状況を踏まえ、次の施策を講ずることにより、

船舶廃油、船舶の事故等に起因する流出油等による海域の汚

染の防止を図るものとする。

特に、油等による汚染については、１９９０年の油による汚染

に係る準備、対応及び協力に関する国際条約（平成７年条約

第２０号）及び２０００年の危険物質及び有害物質による汚染事件

に係る準備、対応及び協力に関する議定書の規定に基づき策

定された油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊

急時計画（平成１８年１２月８日閣議決定）に基づき、油等汚染

事件に伴う海域環境被害の防止又は回復のための措置が適切

に実施できるよう地域の実情に応じた準備及び対応の施策を

積極的に推進する。

ア 船舶及び陸上からの油等の排出防止等

船舶及び陸上からの油等の排出防止のため、海洋汚染等

及び海上災害の防止に関する法律（昭和４５年法律第１３６号）、

港則法（昭和２３年法律第１７４号）、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）、水質汚濁防止法

等の規定に基づく規制の徹底と監視取締りの強化を図る。

また、現在松山港、菊間港等に設置されている廃油処理

施設の活用により、船舶廃油等の適正な処理を図る。

イ 事故による海洋汚染の未然防止

事故による海洋汚染を未然に防止するため、消防法（昭

和２３年法律第１８６号）及び石油コンビナート等災害防止法

（昭和５０年法律第８４号）に基づく規制の徹底と指導監視の

強化を図るとともに、本県及び関係市町の地域防災計画並

びに愛媛県石油コンビナート等防災計画（昭和５２年３月２９

日制定）による防災活動等の適切な運営を推進する。

また、船舶衝突事故等による油流出を防止するため、海

上交通安全法（昭和４７年法律第１１５号）、港則法等に基づ

く規制の徹底と指導取締りの強化を図るとともに、海上交

通の安全のための施設の整備を促進する。

ウ 排出油等防除体制の整備

排出油等の流出拡大を防ぐため、海洋汚染等及び海上災

害の防止に関する法律及び石油コンビナート等災害防止法
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に基づくオイルフェンス、薬剤等の備付義務の徹底を図る

とともに、これら排出油等防除資機材等の整備に努める。

また、排出油等を速やかに回収するため、現在松山港及

び菊間港に整備されている油回収船の積極的な活用を図る

ものとする。

さらに、大量の流出油等に対しては、海上災害防止セン

ターの活用を図るほか、瀬戸内海中部海域排出油等防除計

画（昭和５３年３月３０日付け海上保安庁長官通知）及び瀬戸

内海東部海域排出油等防除計画（昭和５３年３月３０日付け海

上保安庁長官通知）に基づき、迅速かつ的確な排出油等の

防除のための措置の実施を図るとともに、各地区の排出油

等防除協議会等を利用して関係相互の協力体制を整備し、

防除活動等の適切な運営を促進する。

エ 環境保全対策の充実

事故発生時における自然環境等の保全対象、保全方策等

についての検討並びに環境への影響の少ない新たな油防除

技術及び微生物を利用した環境修復技術の調査研究を推進

するとともに、油等流出事故による自然環境等に及ぼす影

響調査を実施し、事故後の回復状況を評価するため、平常

時の自然環境等の観測データの蓄積に努めるものとする。

� その他の措置

水質汚濁の防止のため、以上の施策のほか、瀬戸内海環境

保全特別措置法に基づく特定施設の設置等の許可及び水質汚

濁防止法等の規定に基づく排水規制の適切な運用並びに生活

排水対策の計画的推進により、水質環境基準の達成維持を図

るものとする。

さらに、他の海域から入り込む魚介類や微生物等が、瀬戸

内海の特性により、その水質、生態系、漁業資源等に大きな

影響を及ぼすおそれがあることから、これらに対して十分留

意するよう努めるものとする。

２ 自然景観の保全

� 自然公園等の保全

本県の瀬戸内海の区域における自然景観の核心的地域とし

ては、来島海峡を主要景観とする芸予諸島、怱那七島等が瀬

戸内海国立公園に、宇和海南部のリアス式海岸、日振島、御

五神島等が足摺宇和海国立公園に、それぞれ自然公園法（昭

和３２年法律第１６１号）に基づき指定されている。

また、佐田岬半島、宇和海北部のリアス式海岸、大島、黒

島、佐島、高島等が、愛媛県県立自然公園条例（昭和３３年愛

媛県条例第５０号）に基づく佐田岬半島宇和海県立自然公園に

指定されている。

これらの自然公園については、瀬戸内海特有の優れた自然

景観が失われないようにすることを主眼として、適正に保全

されるよう関係法令に基づく規制の徹底と監視及び指導の強

化を図るとともに、自然公園等環境美化推進事業等による清

掃美化及び自然保護思想の普及啓発に努めるものとする。

また、公園事業の適切な執行により、憩いの場として、利

用の促進を図るとともに、必要に応じて国立公園及び県立自

然公園の区域等の見直しを進めるものとする。

さらに、国立公園等と密接な関連を有する地域についても、

自然景観の保全に努め、県土が一つの自然公園とみなされる

ような地域づくりを進めるものとする。

� 緑地等の保全

瀬戸内海の島しょ部及び海岸部における草木の緑は、瀬戸

内海の景観を構成する重要な要素である。

本県の島しょ部及び海岸部の植生は、あかまつ、くろまつ

等の針葉樹、しい、かし等の照葉樹である。

特に、くろまつは白砂青松の景観を呈し、瀬戸内海のシン

ボル的な存在であるが、松林は、マツクイムシによる被害の

ため、減少している。

また、各種開発により、自然緑地も、減少してきている。

このため、新しい愛媛県林政計画（平成１２年６月２８日策定）

に基づき、森づくりを推進するとともに、現状の緑を極力維

持し、かつ、積極的にこれを育てるため、次のような施策を

推進するものとする。

ア 良好な自然景観を有する沿岸地域及び島しょ部における

林地の保全

良好な自然景観を有する沿岸地域及び島しょ部における

林地を保全するため、森林法（昭和２６年法律第２４９号）に

基づく保安林制度により、森林の機能を維持増進するとと

もに、林地開発許可制度により、林地の無秩序な開発の防

止を図る。

また、採石法（昭和２５年法律第２９１号）及び砂利採取法

（昭和４３年法律第７４号）に基づく採取計画の認可並びに海

岸法（昭和３１年法律第１０１号）に基づく海岸保全区域にお

ける行為の許可に際しては、緑地等の保全につき十分配慮

し、採取跡地における緑化の確実な履行の確保に努めるも

のとする。

イ 沿岸都市地域における緑地の確保

松山市等における都市公園整備事業及び継続工事実施中

の三島川之江港、松山港、宇和島港等における港湾環境整

備事業（緑地等施設）を積極的に促進するとともに、都市

計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づく風致地区（現在

１５箇所、６９６ヘクタール指定済）等の指定を進め、その保

全に努める。

なお、都市の緑地の適正な保全及び緑化の一層の推進を

総合的かつ計画的に行うための方針である緑の基本計画の

策定を推進するものとする。

ウ 健全な森林の保護育成のための事業等の実施

森林環境保全整備事業を積極的に推進するとともに、森

林病害虫の防除対策を進め、さらには治山事業等を促進す

ることにより、健全で快適な森林の保護育成に努め、森林

構成の多様化を推進するものとする。

エ 緑地修景措置

開発等によりやむを得ず緑が損なわれる場合においては、

本県の開発許可制度の技術基準（昭和４６年制定）、大規模

開発行為に関する指導要綱（昭和５４年４月１日制定）又は

開発行為の許可基準の運用細則について（平成１４年５月８

日付け林野庁長官通知）等に基づいて公園、緑地等を確保

させ、併せて植栽等を指導するなどして緑の修復に努める

ものとする。

� 史跡、名勝、天然記念物等の保全

瀬戸内海には、自然景観と一体をなしている史跡、名勝、

天然記念物等が数多い。本県の区域で、文化財保護法（昭和

２５年法律第２１４号）に基づき指定されている史跡として能島

城跡が、名勝として波止浜、志島ヶ原等が、天然記念物とし
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て三崎のアコウがある。また、愛媛県文化財保護条例（昭和

３２年愛媛県条例第１１号）に基づいて指定されている史跡とし

て甘崎城跡が、名勝として法王ヶ原、鹿島等が、天然記念物

として鹿島のシカ、カブトガニ繁殖地等がある。

これら文化財は、できるだけ良好な状態で保存されるよう

関係法令に基づく規制を徹底するとともに、保存修理、環境

整備等の対策を積極的に進めるものとする。

また、水軍遺跡の調査等文化財の発掘調査、所在調査等を

積極的に行うとともに、文化財の愛護思想の普及啓発に努め

るものとする。

� 散乱ごみ、油等の除去

海上に浮遊するごみ、油等を回収するため、松山港及び三

島川之江港に配備されている清掃船並びに松山港及び菊間港

に配備されている油回収船を積極的に活用していくものとす

る。

さらに、海面、海浜等におけるごみ、油等の投棄を防止す

るため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、港則

法、海岸法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に

基づく規制の徹底及び監視取締りの強化を図るとともに、ク

リーン愛媛運動、海浜美化活動等の広報活動や清掃活動への

住民参加の推進等を通じ、海面、海浜及び河川の美化意識の

向上や清掃の実施に努めるものとする。

また、漂流ごみ、漂着ごみ及び海底ごみについては、平成

１８年に設置された瀬戸内海海ごみ対策検討会等により、発生

抑制及び適正処理の推進に努めるものとする。

� その他の措置

自然景観の保全のため、以上の施策を推進するほか、開発

等により自然海岸が減少し、海岸の景観が損なわれている場

合もあることにかんがみ、これらの施策の実施に当たっては、

景観の保全について十分配慮し、これまでに失われた自然海

岸については、必要に応じ、その回復のための措置を講ずる

よう努めるものとする。

また、平成８年１２月１７日の第２６回瀬戸内海環境保全知事・

市長会議で採択された「瀬戸内海景観宣言」により、国や関

係府県市の相互協力の下、それぞれの地域の特性や個性を考

慮しつつ、瀬戸内海のまとまりのある内海景観を保全し、及

び創造していくものとする。

さらに、瀬戸内海各地に点在する漁港、段々畑、町並み等

の自然景観と一体となって重層的にそれぞれの地域の個性を

反映している人文的景観についても、適切に保全されるよう

配慮するものとする。

３ 浅海域の保全等

� 藻場及び干潟の保全等

第４回自然環境保全基礎調査における海域生物環境調査報

告書（平成６年３月環境庁調査）によると、本県の平成５年

度調査において、本県の沿岸海域には、約６，２０８ヘクタール

の藻場があり、ガラモ場が１，４３１ヘクタール、アマモ場が１

，７７８ヘクタール、その他の藻場が２，９９９ヘクタールとなって

いる。また、平成１８年度瀬戸内海干潟実態調査報告書（平成

１９年３月環境省調査）によると、本県には加茂川河口等３７箇

所に、約７８１ヘクタールの干潟が存在している。

魚介類の産卵成育の場となっている藻場及び魚介類、鳥類

等の生態系を維持する上で重要な役割を果たすとされている

干潟は、近年、各種開発の進展に伴い、次第に減少する傾向

にある。

このため、水産資源保護法（昭和２６年法律第３１３号）に基

づき保護水面に指定されている松山市二神島地先水域、瀬戸

内海漁業取締規則（昭和２６年農林省令第６２号）により藻場等

ひき網漁業禁止区域に指定されている西宇和郡伊方町地先水

域等２２箇所の水域及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する

法律（平成１４年法律第８８号）に基づき特別保護地区に指定さ

れている南宇和郡愛南町鹿島の干潟においては、法令に基づ

く規制措置の適切な運用により、藻場及び干潟の保全を図る

とともに、適宜これらの地域指定の見直しを行い、必要に応

じ新たな指定又は指定区域の変更を行うものとする。

また、その他の藻場及び干潟についても、水質浄化や生物

多様性の確保、環境教育・環境学習の場として重要な役割を

果たしていることから、できるだけ保全するよう努めるとと

もに、これまでに失われた藻場及び干潟については、必要に

応じ、その回復のための措置を講ずるよう努めるものとする。

� 自然海浜の保全等

第４回自然環境保全基礎調査における海岸調査報告書（平

成６年３月環境庁調査）によると、平成５年度調査において、

本県の瀬戸内海の海岸線のうち、自然海岸は約４２パーセント、

半自然海岸は約２６パーセント、人工海岸は約３１パーセント、

河口部は約１パーセントである。

これらの自然海岸及び半自然海岸のうち、海水浴場として、

梅津寺（松山市）、唐子浜（今治市）等で年間推定約９８万人

の利用者があるほか、潮干狩場として、高須海岸（西条市）、

岩松川河口（宇和島市）等があり、魚釣場として、県下の沿

岸一帯で多くの場所が利用されている。

このように自然海浜は、海水浴場、潮干狩場、海辺の自然

観察の場等の自然とのふれあいの場や地域住民の憩いの場と

して、年間を通じ、多くの人々に利用され、県民の健康で文

化的な生活の確保に大きく寄与しているところであるが、近

年これらの自然海浜が減少する傾向にあることから、できる

だけその利用に好適な状態で保全されるよう、次の施策を講

ずるものとする。

ア 規制の徹底並びに指導及び取締りの強化

自然海浜の保全のため、愛媛県自然海浜保全条例（昭和

５５年愛媛県条例第３号）に基づき、自然海浜保全地区（２３

地区）を指定しており、その監視及び指導に努めるものと

する。

また、その他県下の貴重な自然海浜が自然公園法、都市

計画法、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）、鳥獣の保護

及び狩猟の適正化に関する法律及び森林法に基づく各種指

定地区に指定されているので、これらの指定地域において

は、それぞれ、当該法律に基づく適切な運用を図ることに

より、自然海浜がその利用に好適な状態で保全されるよう

努めるものとする。

イ 養浜等による海浜環境の整備

自然海浜の保全にとどまらず、積極的に自然とのふれあ

いの場等として海浜を整備するため、自然環境に配慮した

海岸環境整備事業等を推進するものとする。

また、自然海浜を利用に好適な状態で保全するため、民

間清掃作業を含め、海浜部の漂着ごみ等を対象とした清掃
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事業を鋭意実施するものとする。

４ 海砂利採取に当たっての環境保全に対する配慮

海砂利採取については、自然環境への影響が懸念されており、

環境問題発生のおそれがあること等から、平成１４年度に県骨材

対策委員会から出された検討結果を踏まえ、代替材の開発の見

通しや入手方法及びその準備や体制を組む期間等を考慮して、

３年間の猶予期間をおいて、平成１８年４月から採取禁止として

おり、今後も採取禁止を堅持するものとする。

また、海砂利採取による影響については、砂利採取にとどま

らず、長期的な影響についても把握し、環境修復の可能性につ

いても検討するとともに、海砂利に代わる骨材等の研究開発を

鋭意促進するものとする。

５ 埋立てに当たっての環境保全に対する配慮

本県の瀬戸内海の区域における埋立てについては、未利用地

や既存施設の有効利用のほか、残土等の搬出抑制及び有効利用、

廃棄物の発生抑制及び再利用等を通じた循環型社会の形成を推

進することによって、極力その抑制に努めるものとする。

なお、やむを得ず公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第

２条第１項の免許又は同法第４２条第１項の承認を行う場合にあ

っても、瀬戸内海環境保全特別措置法第１３条第１項の埋立てに

ついての規定の運用に関する同条第２項の基本方針に沿って、

環境保全に十分配慮するものとする。

また、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）及び愛媛県環

境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）に基づく環境影

響評価に当たっては、環境への影響の回避・低減を検討すると

ともに、必要に応じ適切な代償措置を検討するものとする。そ

の際、地域住民の意見が適切に反映されるよう努めるものとす

る。

これらの検討に際しては、特に浅海域の藻場、干潟等は、一

般に生物生産性が高く、底生生物及び魚介類の生息、海水浄化

等に関し重要な場であることを考慮するものとする。

６ 廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保

瀬戸内海の環境保全を図るためには、大量生産・大量消費・

大量廃棄型の社会からの転換を図り、廃棄物の発生抑制、再使

用及び再生利用の促進、処理施設等の整備等の総合的施策を推

進することにより、廃棄物としての要最終処分量の減少等を図

ることが大切である。このため、次の施策を積極的に実施する

ものとする。

� 廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用の促進

循環型社会形成推進基本法（平成１２年法律第１１０号）の趣

旨を踏まえた第２次えひめ循環型社会推進計画（平成１７年３

月制定）のほか愛媛県資源循環促進税条例（平成１８年愛媛県

条例第５２号）等に基づき、廃棄物の発生抑制、再使用及び再

生利用の促進、処理施設等の整備等の総合的施策を推進する

ことにより、循環型社会システムの構築に努め、廃棄物の減

量、資源化対策等を鋭意推進するとともに、最終処分量の減

少等を図るものとする。

なお、併せて愛媛エコタウンプランや資源循環優良モデル

の認定等環境ビジネスの育成を図るものとする。

� 処理施設等の整備

本県の関係区域の平成１８年度末における一般廃棄物のごみ

処理施設の整備状況は、ごみ焼却施設２１箇所（処理能力１日

当たり１，８４６トン）、粗大ごみ処理施設１６箇所（処理能力１

日当たり３２３トン）、再利用施設（リサイクルプラザ・セン

ター）６箇所（処理能力１日当たり９３トン）となっており、

現在、これらの施設により処理を行う一方、循環型社会形成

推進交付金事業により、松山市、新居浜市、西条市及び上島

町において施設の整備が進められているところである。

現在、周辺施設との集約化及び廃焼却炉の早期解体に努め

ているところであり、今後とも処理施設の整備等の総合的施

策を推進するものとする。

また、産業廃棄物については、事業所及び処分業者に対す

る指導及び監視を徹底するとともに、愛媛県廃棄物処理計画

（平成１８年３月策定）に基づき、適正な処理体制の整備を図

るものとする。

� 処分地の確保

本県の関係区域においては、一般廃棄物最終処分場が平成

１８年度末において、２４箇所（残余容量９４４，０００立方メートル）、

産業廃棄物最終処分場が平成１６年度末において、４３箇所（残

余容量８，８３６，０００立方メートル）確保されており、廃棄物の

量は減少傾向にあるものの、今後とも安全性の高い最終処分

場を確保する必要がある。

このため、地域住民の理解の下、処分場の確保に努めるほ

か、循環型社会システムの構築に努め、最終処分量の減量化

を促進するものとする。

なお、廃棄物の海面埋立処分によらざるを得ない場合にお

いても、環境保全と廃棄物の適正な処理の両面に十分配慮し、

このような観点から整合性を保った廃棄物処理計画及び埋立

地の造成計画によって行うものとする。

７ 健全な水循環機能の維持・回復

健全な水循環機能の維持・回復を図るため、流域を単位とし

た関係者間の連携の強化に努めつつ、各地域で次の施策を実施

する。

� 海域

海域と陸域との連続性に留意して、藻場、干潟、自然海岸

等の浅海域の保全を推進するとともに、自然浄化能力の回復

に資するよう、海岸環境整備事業等により、人工干潟等の適

切な整備を図るものとする。

� 陸域

森林や農地の適切な維持管理、河川、湖沼等における自然
かん

浄化能力の維持及び回復、地下水の涵養、下水処理水の再利

用等に努めるものとする。また、これらの施策の推進に当た

っては、流域を単位とした関係者間の連携の強化に努めるも

のとする。

８ 失われた良好な環境の回復等

瀬戸内海にふさわしい多様な環境を確保するため、開発等に

伴い既に失われた藻場、干潟、自然海岸等の良好な環境を回復

させる施策の展開を図るものとする。

これらの施策の推進に当たっては、開発等に伴いかつての良

好な自然環境が消失した地域を対象とすることを基本とし、国

及び地方公共団体が先導的役割を果たしつつ、事業者、住民及

び民間団体と連携した取組に努めるものとする。

なお、施策の実施に当たっては、計画的な取組に努めるもの

とする。

９ 島しょ部の環境の保全

本県には、１９９の島があり、これら島しょ部では、限られた
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環境資源を利用した生活が営まれていることから、その環境保

全は、住民や社会経済のあり方に直結する課題であることにか

んがみ、環境容量の小さな島しょ部においては、特に環境保全

の取組が重要であり、ほぼ全島で下水道施設が整備されている

魚島や生名島等のように、今後とも環境保全施設の整備促進に

努めるものとする。

１０ 下水道等の整備の促進

� 下水道の整備

瀬戸内海の水質保全を図る上で、生活排水に係る汚濁負荷

量及び栄養塩類の削減対策としての下水道の整備は、極めて

重要な施策である。

本県の関係区域における下水道は、平成１８年度末において、

松山中央浄化センター等１１市４町の終末処理場が稼動してお

り、処理人口は６４１，０００人、処理人口普及率は４４．２パーセン

トと依然低水準の状況にある。

下水道の整備は、瀬戸内海の水質保全を図る上で特に重要

かつ緊急を要する課題であるとの観点から、積極的に整備を

促進するものとする。

このため、稼働中の１５市町の区域拡張と併せて、事業実施

中の砥部町の公共下水道事業についても、鋭意その整備を促

進するとともに、計画中の町についても、できるだけ早期に

事業着手し、その整備を推進するものとする。

下水道終末処理場については、維持管理の徹底等により排

水水質の安定及び向上に努めるとともに、高度処理の導入を

促進する。また、流域等が一体となった流域別下水道整備総

合計画を策定し、水質保全に努めるものとする。

なお、合流式下水道については、越流水の現状把握に努め

るとともに、改善を推進する。

公共下水道の整備状況（平成１８年度末）

終末処理場

稼働中市町

終末処理場

未 稼 働 町

松山市 四国中央市

今治市 西予市

宇和島市 東温市

八幡浜市 上島町

新居浜市 松前町

西条市 内子町

大洲市 伊方町

伊予市

砥部町

� その他の生活排水処理施設の整備

下水道整備が当分の間見込めない地域や下水道整備予定区

域外においては、生活排水対策として、浄化槽、農業集落排

水施設等の整備が重要な施策である。

ア 浄化槽

関係区域における浄化槽については、浄化槽設置整備事

業及び浄化槽市町村整備推進事業により、平成１８年度末ま

でに、１１市６町で３３，３７５基が整備されており、今後も、地

域の特性を考慮し、事業を推進するものとする。

また、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）、建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）及び愛媛県浄化槽取扱指導要綱

（昭和６０年９月２８日制定）に基づき、設置及び維持管理の

指導を徹底するとともに、法定検査制度の適正運用に努め

ることとし、規模の大きな浄化槽については、必要に応じ、

窒素及びりんの除去等高度処理浄化槽の設置を指導するも

のとする。

イ 農業集落排水施設等

農業集落排水施設、コミュニティプラント及び漁業集落

排水施設については、平成１８年度末までに８１施設が整備さ

れており、現在１３施設の整備が進められている。今後も、

地域の特性を考慮し、農業集落排水施設、コミュニティプ

ラント、漁業集落排水施設等の整備を促進するとともに、

必要に応じ、窒素及びりんの除去等高度処理施設の設置を

指導するものとする。

� し尿処理施設の整備

し尿処理施設については、平成１８年度末において、１８施設

が整備されており、その処理能力は、１日当たり１，４４３キロ

リットルである。

下水道整備との関連を配慮して必要なし尿処理施設の整備

を進めるとともに、施設の新設及び増改築に併せて、窒素及

びりんの除去性能の向上を含めた高度処理の積極的な導入を

図るものとする。

１１ 海底及び河床の汚泥の除去等

瀬戸内海の水質汚濁の一因となる海底及び河床の底質につい

ては、必要に応じ、調査を実施しており、水銀、ポリ塩化ビフ
たい

ェニル等人の健康に有害な物質を含む汚泥の堆積による底質の

悪化を防止するとともに、これらの物質につき、国が定めた除

去基準を上回る底質の除去等の促進に努めるものとする。
たい

また、有機汚泥の堆積等に起因する悪臭の発生、水質の悪化

等生活環境に影響を及ぼす底質については、除去の際の周辺環

境への影響等所要の調査研究を進めるとともに、必要に応じて、

除去等の適正な措置を講ずるよう努めるものとする。

１２ 水質等の監視測定

瀬戸内海の水質保全対策の実効を期するには、公共用水域の

環境基準の維持達成状況及び水質汚濁の発生源における排水基

準の遵守状況を把握するため、水質等の監視測定が必要である。

このため、公共用水域については、平成１８年度、水質汚濁に

係る環境基準点として、海域１２９地点、河川４２地点、湖沼６地

点、合計１７７地点において、水質汚濁防止法による測定計画に

基づき、関係機関の相互協力の下に、常時監視に努めていると

ころであるが、今後とも、これら常時監視の拡充強化を図り、

監視体制の整備に努めるものとする。

また、水質汚濁の発生源については、水質汚濁防止法及び愛

媛県公害防止条例に基づき、工場又は事業場に対する排水基準

の遵守、指導の徹底等に努めるとともに、化学的酸素要求量、

窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制制度の施行に伴い、

指定地域内事業場における汚濁負荷量を的確に把握するための

測定体制の充実を図るものとする。

さらに、工場、事業場等からの発生負荷量の管理業務や公共

用水域の水質監視業務に伴うデータ整理及び解析機能の質的向

上を図るものとする。

また、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別

措置法に基づき、平成１８年度は、海域１１地点、湖沼１地点、河

川１２地点、地下水１点の調査を実施し、県下の環境状況の把握

に努めているところであり、今後とも常時監視の継続監視に努

めるものとする。

１３ 環境保全に関する調査研究及び技術の開発等

愛 媛 県 報平成２０年５月３０日 第１９６８号
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本県においては、愛媛県立衛生環境研究所を中心に、県の試

験研究機関や大学等の関係機関の連携の下に、環境保全に関す

る調査研究や技術開発を進めており、特に微生物を活用した水

質浄化システムの開発、ダイオキシン類分解技術の研究、藻場

造成技術の開発研究、化学物質汚染の調査研究等新しい環境技

術の調査研究を、関係機関と連携し、行っているところである。

今後とも、関係機関との情報交換や連携を図り、瀬戸内海に

おける良好な環境を保全し、回復させるための調査研究及び技

術の開発に努めるものとする。

さらに、瀬戸内海に関する環境情報、調査研究及び技術開発

の成果等のデータベースを整備し、情報の共有化及び情報収集

の効率化に努めるものとする。

１４ 環境保全思想の普及及び住民参加の推進

瀬戸内海の環境保全対策を推進するに当たっては、生活排水、

廃棄物等も含めた総合的な対策が必要であり、その実効を期す

るためには、国、地方公共団体、事業者等がその責務を果たす

ことはもちろんのこと、瀬戸内海地域の住民、民間団体及び瀬

戸内海を利用する人々の正しい理解と協力が不可欠である。

このため、県民に対して、各種の広報活動や県民参加型イベ

ントを通じて、良好な生活環境の保全に関する意識の向上に努

めるとともに、河川、海岸等へのごみの不法投棄防止、清掃美

化活動等民間のボランティア活動などとの連携を図り、瀬戸内

海の環境保全のための県民運動の推進に努めるものとする。

このため、社団法人瀬戸内海環境保全協会等の民間団体によ

る環境ボランティアの養成等への取組の支援に努めるものとす

る。また、環境保全施策の策定に当たっては、パブリックコメ

ントの実施等により、住民意見の反映に努めるものとする。

１５ 環境教育・環境学習の推進

瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する

意識及び自然に対する感性や自然を大切に思う心をはぐくむた

め、地域の自然及びそれと一体的な歴史的文化的要素を積極的

に活用しつつ、国、地方公共団体、事業者及び民間団体の連携

の下、環境教育・環境学習を推進するものとする。このため、

海とのふれあいを確保し、その健全な利用を促進する施策の整

備や理解促進のためのプログラム等の整備等に努めるものとす

る。

また、国立公園等を活用した自然観察会等地域の特性を生か

した体験的学習機会の提供、ボランティア等の人材育成、民間

団体の活動に対する支援等に努めるものとする。

１６ 情報提供及び広報の充実

住民参加、環境教育・環境学習、調査研究等を推進するため、

多様な情報に関するデータベースの整備等により、広く情報を

提供するシステムの構築等を進めるとともに、ホームページ、

広報誌等を通じて、瀬戸内海の環境の現状及び負荷量削減、廃

棄物の排出抑制への取組等の広報に努め、せとうちネットの活

用等により、情報の共有化を進めることとする。

１７ 広域的な連携の強化等

瀬戸内海は、１３府県が関係する広域的な海域であることから、

環境保全施策の推進のため、各地域間の広域的な連携の一層の

強化を図るものとする。

健全な水循環機能の維持及び回復のための取組の推進、住民

参加の推進及び環境教育・環境学習の充実を図るため、今後も、

流域を単位とした関係者間の連携の強化を図るものとする。

さらに、瀬戸内海の自然的社会的条件から、環境保全のため

の施策の策定に当たっては、住民、事業者等の幅広い意見を調

整し、施策に反映するための適切な仕組みの検討に努めるもの

とする。

また、瀬戸内海環境保全知事・市長会議等により、地方公共

団体の環境保全の取組に対して相互に意見を述べる機会を設け

ること等により、一層の連携の強化を図るものとする。

１８ 海外の閉鎖性海域との連携

海外の閉鎖性海域における環境保全に関する取組との連携を

強化し、瀬戸内海の環境保全の一層の推進を図るとともに、海

外における取組に積極的に貢献するため、財団法人国際エメッ

クスセンターの活用等により、閉鎖性海域に関する国際会議等

の支援、積極的な参加、人的交流、情報の発信及び交換等に努

めるものとする。

第４ 施策の実施上必要な事項

１ 施策の積極的推進

瀬戸内海の環境保全は、緊急かつ重要な国民的課題であるこ

とにかんがみ、この計画で定められた施策については、その積

極的な推進を図るものとする。

２ 施策の実施状況及びその効果の把握

瀬戸内海の環境保全を推進するためには、この計画で定めら

れた施策が確実に実行されなければならない。

このため、計画した諸施策を強力に推進するとともに、施策

の実施状況及び環境改善状況を的確に把握し、施策の効果的な

実施を図るものとする。

３ 計画推進のための関係機関との連絡調整

この計画は、国、県及び関係市町が一体となって、強力に推

進していかなければ実効の上がらないものである。

このため、計画の実施に当たっては、関係機関との連絡を密

にし、計画した諸施策の実施状況等について情報及び意見の交

換等を行い、もってこの計画の円滑な推進を図るものとする。

�愛媛県告示第８６５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８６０１９１１５８ 株式会社リブ 愛媛県松山市西長戸町９６
１番地１松本ビル１０３号室 訪問看護 指定訪問看護ステーショ

ンリブ
愛媛県松山市西長戸町９６
１番地１ 平成２０年４月１日

３８７０１０６８９９ 医療法人財団尚温会 愛媛県伊予市八倉９０６－
５ 通所介護

医療法人財団尚温会デイ
サービスセンターほうゆ
ー温泉

愛媛県松山市余戸東五丁
目３－３６グレースフォー
ユー余戸１階

平成２０年４月１日
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�愛媛県告示第８６６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８６７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８７０１０６９０７ 株式会社リブ 愛媛県松山市西長戸町９６
１番地１松本ビル１０３号室 訪問介護 指定訪問介護ステーショ

ンリブ
愛媛県松山市西長戸町９６
１番地１松本ビル１０３号室 平成２０年４月１日

３８７０１０６９２３ 医療法人順風会 愛媛県松山市天山二丁目
３番３０号 訪問介護 ヘルパーステーション高

砂
愛媛県松山市高砂町二丁
目３番１号 平成２０年４月１日

３８７０１０６９３１ 社会福祉法人道真会 愛媛県松山市富久町４１２
番地１ 短期入所生活介護 ショートステイハピネス

双葉
愛媛県松山市土居田町９０
番地１ 平成２０年４月１日

３８７０７００６２６ 医療法人恕風会 愛媛県大洲市徳森１５１２番
地１ 通所介護 大洲市老人デイサービス

センター肱流苑
愛媛県大洲市肱川町宇和
川６５番地１ 平成２０年４月１日

３８７１４００３７４ 社会福祉法人宇和町社会
福祉施設協会

愛媛県西予市宇和町久枝
甲１４３４番地１ 通所介護 デイサービスセンター皆

楽園
愛媛県西予市三瓶町皆江
２５９８番地１ 平成２０年４月１日

３８７１４００３８２ 社会福祉法人宇和町社会
福祉施設協会

愛媛県西予市宇和町久枝
甲１４３４番地１ 短期入所生活介護 短期入所生活介護事業所

皆楽園
愛媛県西予市三瓶町皆江
２５９８番地１ 平成２０年４月１日

３８７３６００４９２ 株式会社フォースコーポ
レーション

愛媛県喜多郡内子町内子
７１６番地 通所介護 デイサービスセンターや

すらぎ
愛媛県喜多郡内子町内子
７１６番地 平成２０年４月１日

３８７３６００５００ 株式会社フォースコーポ
レーション

愛媛県喜多郡内子町内子
７１６番地 通所介護 デイサービスセンターゆ

うなぎ
愛媛県喜多郡内子町城廻
６１３－１ 平成２０年４月１日

３８７３６００５２６ 株式会社フォースコーポ
レーション

愛媛県喜多郡内子町内子
７１６番地 訪問介護 訪問介護センターやすら

ぎ
愛媛県喜多郡内子町内子
７１６番地 平成２０年４月１日

３８７０５０１８２６ 社会福祉法人はぴねす福
祉会

愛媛県新居浜市若水町一
丁目９番１３号 短期入所生活介護 シニアリビング八雲ガー

デン
愛媛県新居浜市八雲町８
番２４号 平成２０年４月１日

３８７１３００４２６ 社会福祉法人心生会 愛媛県四国中央市三島金
子二丁目５番２３号

特定施設入居者生
活介護 ケアハウスオリーブ 愛媛県四国中央市三島金

子二丁目５番２３号 平成２０年４月１日

３８７１０００５６２ 特定非営利活動法人和み 愛媛県伊予市上三谷甲３５
７７番地１ 訪問介護 ヘルパーステーション和

み
愛媛県伊予市上三谷甲３５
７７番地１ 平成２０年４月２１日

３８１０１１１５５３ 医療法人慶士会 愛媛県松山市小村町８７番
地６

通所リハビリテー
ション 金澤整形外科 愛媛県松山市小村町８７番

地６ 平成２０年４月２６日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０６８７３ 株式会社はるか 愛媛県松山市堀江町甲７６
６番地５２ 居宅介護支援 居宅介護支援いつき 愛媛県松山市堀江町甲７６

６番地５２ 平成２０年４月１日

３８７０１０６９１５ 株式会社リブ
愛媛県松山市西長戸町９６
１番地１松本ビル１０３号
室

居宅介護支援 指定居宅介護支援事業所
リブ

愛媛県松山市西長戸町９６
１番地１ 平成２０年４月１日

３８７３５００８４１ 社会福祉法人砥部寿会 愛媛県伊予郡砥部町大南
２２６７番地 居宅介護支援 指定居宅介護支援事業所

民家三角の家
愛媛県伊予郡砥部町三角
４５番地２ 平成２０年４月１日

３８７１４００４０８ 株式会社だんだん 愛媛県西予市野村町野村
１２－５３２ 居宅介護支援 居宅介護支援事業所だん

だん
愛媛県西予市野村町阿下
７号５６－２番地 平成２０年４月１日

３８７３６００５１８ 株式会社フォースコーポ
レーション

愛媛県喜多郡内子町内子
７１６番地 居宅介護支援 居宅介護支援センターや

すらぎ
愛媛県喜多郡内子町内子
７１６番地 平成２０年４月１日

３８７０６００９５８ 有限会社弘祐会 愛媛県西条市丹原町寺尾
甲３１番地２ 居宅介護支援 居宅介護支援事業所こう

ゆう庵
愛媛県西条市丹原町寺尾
甲３１番地９ 平成２０年４月１日

３８７０１０６９４９ 医療法人慶士会 愛媛県松山市小村町８７番
地６ 居宅介護支援 金澤整形外科・居宅介護

支援事業所え・ば・ら
愛媛県松山市小村町９０番
１ 平成２０年４月２６日
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�愛媛県告示第８６８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号の規定により、次のとおり指定介護老人福祉施設を指定した。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８６９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業所の名称を

変更した旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８６０１９０１６８ 医療法人同仁会 愛媛県松山市三番町四丁
目１１番７号 介護予防訪問看護 訪問看護ステーションあ

い
愛媛県松山市三番町四丁
目１１番１０号 平成２０年４月１日

３８６０１９１１５８ 株式会社リブ
愛媛県松山市西長戸町９６
１番地１松本ビル１０３号
室

介護予防訪問看護 指定訪問看護ステーショ
ンリブ

愛媛県松山市西長戸町９６
１番地１ 平成２０年４月１日

３８７０１０６８９９ 医療法人財団尚温会 愛媛県伊予市八倉９０６－
５ 介護予防通所介護

医療法人財団尚温会デイ
サービスセンターほうゆ
ー温泉

愛媛県松山市余戸東五丁
目３－３６グレースフォー
ユー余戸１階

平成２０年４月１日

３８７０１０６９０７ 株式会社リブ 愛媛県松山市西長戸町９６
１番地１松本ビル１０３号室 介護予防訪問介護 指定訪問介護ステーショ

ンリブ
愛媛県松山市西長戸町９６
１番地１松本ビル１０３号室 平成２０年４月１日

３８７０１０６９２３ 医療法人順風会 愛媛県松山市天山二丁目
３番３０号 介護予防訪問介護 ヘルパーステーション高

砂
愛媛県松山市高砂町二丁
目３番１号 平成２０年４月１日

３８７０１０６９３１ 社会福祉法人道真会 愛媛県松山市富久町４１２
番地１

介護予防短期入所
生活介護

ショートステイハピネス
双葉

愛媛県松山市土居田町９０
番地１ 平成２０年４月１日

３８７３５００８５８ ベストケア株式会社 愛媛県松山市北条辻６１０
番地１５ 介護予防通所介護 ケアフィット松前 愛媛県伊予郡松前町北黒

田２４２番地１号 平成２０年４月１日

３８７０７００６２６ 医療法人恕風会 愛媛県大洲市徳森１５１２番
地１ 介護予防通所介護 大洲市老人デイサービス

センター肱流苑
愛媛県大洲市肱川町宇和
川６５番地１ 平成２０年４月１日

３８７１４００３７４ 社会福祉法人宇和町社会
福祉施設協会

愛媛県西予市宇和町久枝
甲１４３４番地１ 介護予防通所介護 デイサービスセンター皆

楽園
愛媛県西予市三瓶町皆江
２５９８番地１ 平成２０年４月１日

３８７１４００３８２ 社会福祉法人宇和町社会
福祉施設協会

愛媛県西予市宇和町久枝
甲１４３４番地１

介護予防短期入所
生活介護

短期入所生活介護事業所
皆楽園

愛媛県西予市三瓶町皆江
２５９８番地１ 平成２０年４月１日

３８７３６００４９２ 株式会社フォースコーポ
レーション

愛媛県喜多郡内子町内子
７１６番地 介護予防通所介護 デイサービスセンターや

すらぎ
愛媛県喜多郡内子町内子
７１６番地 平成２０年４月１日

３８７３６００５００ 株式会社フォースコーポ
レーション

愛媛県喜多郡内子町内子
７１６番地 介護予防通所介護 デイサービスセンターゆ

うなぎ
愛媛県喜多郡内子町城廻
６１３－１ 平成２０年４月１日

３８７３６００５２６ 株式会社フォースコーポ
レーション

愛媛県喜多郡内子町内子
７１６番地 介護予防訪問介護 訪問介護センターやすら

ぎ
愛媛県喜多郡内子町内子
７１６番地 平成２０年４月１日

３８７０５０１８２６ 社会福祉法人はぴねす福
祉会

愛媛県新居浜市若水町一
丁目９番１３号

介護予防短期入所
生活介護

シニアリビング八雲ガー
デン

愛媛県新居浜市八雲町８
番２４号 平成２０年４月１日

３８７１３００４２６ 社会福祉法人心生会 愛媛県四国中央市三島金
子二丁目５番２３号

介護予防特定施設
入居者生活介護 ケアハウスオリーブ 愛媛県四国中央市三島金

子二丁目５番２３号 平成２０年４月１日

３８１０１１１５５３ 医療法人慶士会 愛媛県松山市小村町８７番
地６

介護予防通所リハ
ビリテーション 金澤整形外科 愛媛県松山市小村町８７番

地６ 平成２０年４月２６日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護老人 福 祉
施 設 の 開 設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７１４００３９０ 社会福祉法人宇和町社会
福祉施設協会

愛媛県西予市宇和町久枝
甲１４３４番地１ 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム皆楽

園
愛媛県西予市三瓶町皆江
２５９８番地１ 平成２０年４月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日

名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１０６３４５ 株式会社中川メディカル 愛媛県松山市南梅本町甲
５８番地

特定施設
入居者生
活介護

シニアハウスうめの
小町

有料老人ホームうめ
の小町

愛媛県松山市南梅本町
甲５０番地２

平成２０年
４月１日

愛 媛 県 報平成２０年５月３０日 第１９６８号

６７３
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�愛媛県告示第８７０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業所の所在地

を変更した旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８７１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業所の名称及

び所在地を変更した旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８７２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事業所の名称を

変更した旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８７３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事業所の所在地

を変更した旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８７３２００９１３ 社会福祉法人上島町社会
福祉協議会

愛媛県越智郡上島町生名
２１３３番地３ 通所介護 生名通所介護事業所 上島町社協生名通所

介護事業所
愛媛県越智郡上島町生
名２１３３番地３

平成２０年
４月１日

３８７４０００４２９ 社会福祉法人愛南町社会
福祉協議会

愛媛県南宇和郡愛南町御
荘平城２１３９ 訪問介護

愛南町社協御荘訪問
介護事業所西海出張
所

愛南町社協御荘訪問
介護事業所内海出張
所

愛媛県南宇和郡愛南町
樫月２１２番地１

平成２０年
４月１日

３８７０１０２２９４ 株式会社ケアサポートま
ごころ

愛媛県松山市古三津二丁
目１０番１号 訪問介護 有限会社ケアサポー

トまごころ
株式会社ケアサポー
トまごころ

愛媛県松山市古三津二
丁目１０番１号

平成２０年
４月１日

３８７３２００９２１ 社会福祉法人上島町社会
福祉協議会

愛媛県越智郡上島町生名
２１３３番地３ 通所介護 岩城通所介護事業所 上島町社協岩城通所

介護事業所
愛媛県越智郡上島町岩
城２２３９番地

平成２０年
４月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７４０００４２９ 社会福祉法人愛南町社会
福祉協議会

愛媛県南宇和郡愛南町御
荘平城２１３９ 訪問介護 愛南町社協御荘訪問介

護事業所内海出張所
愛媛県南宇和郡愛南
町樫月２１２番地１

愛媛県南宇和郡愛南
町柏４３４番地１

平成２０年
４月１日

３８６１２９０９２６ 有限会社アシストジャパ
ン

愛媛県松山市久米窪田町
１１６４番地３ 訪問看護 アシストジャパン訪問

看護ステーション東予
愛媛県西条市石田２７
２番地１

愛媛県西条市大町字
御舟川５３９番地１

平成２０年
４月２１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開設者の主たる
事務所の所在地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日

変 更 前 変 更 後

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

３８７３２００８９７ 社会福祉法人上島町
社会福祉協議会

愛媛県越智郡上島町
生名２１３３番地３ 訪問介護 岩城訪問介護事業

所
愛媛県越智郡上島
町岩城２２３９番地

上島町社協訪問介
護事業所

愛媛県越智郡上島
町生名２１３３番地３

平成２０年
４月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日

名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１０６４２８ 株式会社ケアサポートま
ごころ

愛媛県松山市古三津二丁
目１０番１号

居宅介護
支援

有限会社ケアサポー
トまごころ

株式会社ケアサポー
トまごころ

愛媛県松山市立花六丁
目２番７号

平成２０年
４月１日

愛 媛 県 報平成２０年５月３０日 第１９６８号

６７４
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�愛媛県告示第８７４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事業所の名称及

び所在地を変更した旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８７５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５の規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のとおり指定介護予防サービス

事業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８７６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５の規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のとおり指定介護予防サービス

事業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８７７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５の規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のとおり指定介護予防サービス

事業所の名称及び所在地を変更した旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１０３９８７ 有限会社アシストジャパ
ン

愛媛県松山市久米窪田町
１１６４番地３

居宅介護
支援 アシストジャパン松山 愛媛県松山市久米窪

田町１１６４番地３
愛媛県松山市南高井
町１８１７番地１

平成２０年
４月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開設者の主たる
事務所の所在地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日

変 更 前 変 更 後

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

３８７３２００８５５ 社会福祉法人上島町
社会福祉協議会

愛媛県越智郡上島町
生名２１３３番地３

居宅介護
支援

岩城居宅介護支援
事業所

愛媛県越智郡上島
町岩城２２３９番地

上島町社協居宅介
護支援事業所

愛媛県越智郡上島
町生名２１３３番地３

平成２０年
４月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日

名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１０６３４５ 株式会社中川メディカル 愛媛県松山市南梅本町甲
５８番地

介護予防
特定施設
入居者生
活介護

シニアハウスうめの
小町

有料老人ホームうめ
の小町

愛媛県松山市南梅本町
甲５０番地２

平成２０年
４月１日

３８７３２００９１３ 社会福祉法人上島町社会
福祉協議会

愛媛県越智郡上島町生名
２１３３番地３

介護予防
通所介護 生名通所介護事業所 上島町社協生名通所

介護事業所
愛媛県越智郡上島町生
名２１３３番地３

平成２０年
４月１日

３８７３２００９２１ 社会福祉法人上島町社会
福祉協議会

愛媛県越智郡上島町生名
２１３３番地３

介護予防
通所介護 岩城通所介護事業所 上島町社協岩城通所

介護事業所
愛媛県越智郡上島町岩
城２２３９番地

平成２０年
４月１日

３８７４０００４２９ 社会福祉法人愛南町社会
福祉協議会

愛媛県南宇和郡愛南町御
荘平城２１３９

介護予防
訪問介護

愛南町社協御荘訪問
介護事業所西海出張
所

愛南町社協御荘訪問
介護事業所内海出張
所

愛媛県南宇和郡愛南町
樫月２１２番地１

平成２０年
４月１日

３８７０１０２２９４ 株式会社ケアサポートま
ごころ

愛媛県松山市古三津二丁
目１０番１号

介護予防
訪問介護

有限会社ケアサポー
トまごころ

株式会社ケアサポー
トまごころ

愛媛県松山市古三津二
丁目１０番１号

平成２０年
４月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８６１２９０９２６ 有限会社アシストジャパ
ン

愛媛県松山市久米窪田町
１１６４番地３

介護予防
訪問看護

アシストジャパン訪問
看護ステーション東予

愛媛県西条市石田２７
２番地１

愛媛県西条市大町字
御舟川５３９番地１

平成２０年
４月２１日

３８７４０００４２９ 社会福祉法人愛南町社会
福祉協議会

愛媛県南宇和郡愛南町御
荘平城２１３９

介護予防
訪問介護

愛南町社協御荘訪問介
護事業所内海出張所

愛媛県南宇和郡愛南
町樫月２１２番地１

愛媛県南宇和郡愛南
町柏４３４番地１

平成２０年
４月１日

愛 媛 県 報平成２０年５月３０日 第１９６８号

６７５



��������������

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８７８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業を廃止した

旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開設者の主たる
事務所の所在地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日

変 更 前 変 更 後

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

３８７３２００８９７ 社会福祉法人上島町
社会福祉協議会

愛媛県越智郡上島町
生名２１３３番地３

介護予防
訪問介護

岩城訪問介護事業
所

愛媛県越智郡上島
町岩城２２３９番地

上島町社協訪問介
護事業所

愛媛県越智郡上島
町生名２１３３番地３

平成２０年
４月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８１０１１８５１７ 医療法人山本整形外科 愛媛県松山市内宮町５３３
番地４ 短期入所療養介護 山本整形外科 愛媛県松山市内宮町５３３

番地４ 平成１８年７月１日

３８６０１９０７７０ ケービーシー・トータル・
サービス株式会社

愛媛県松山市一番町１－
１－３ 訪問看護 訪問看護ステーション愛

媛の里
愛媛県松山市一番町１－
１－３ 平成２０年３月３１日

３８６０４９０８６５ 社会福祉法人白寿会 愛媛県松山市天山二丁目
４番１７号 訪問看護 訪問看護ステーション西

安
愛媛県八幡浜市大平１番
耕地８７０番地２ 平成２０年３月３１日

３８７０１０１８２５ 特定非営利活動法人ワー
カーズコレクティブとも

愛媛県松山市岩崎町２－
８－１７ 訪問介護 岩崎ともの家 愛媛県松山市岩崎町２－

８－１７ 平成２０年３月３１日

３８７０１０１８２５ 特定非営利活動法人ワー
カーズコレクティブとも

愛媛県松山市岩崎町２－
８－１７ 通所介護 岩崎ともの家 愛媛県松山市岩崎町２－

８－１７ 平成２０年３月３１日

３８７０１０１９１６ 特定非営利活動法人ワー
カーズコレクティブとも 愛媛県松山市溝辺町甲９４ 訪問入浴介護 溝辺ともの家 愛媛県松山市溝辺町甲１１

９－１ 平成２０年３月３１日

３８７０１０２０１３ 生活協同組合コープえひ
め

愛媛県松山市朝生田町三
丁目１番１２号 福祉用具貸与 コープえひめ福祉用具貸

与事業所松山
愛媛県松山市朝生田町三
丁目１番１２号 平成２０年３月３１日

３８７０１０２０１３ 生活協同組合コープえひ
め

愛媛県松山市朝生田町三
丁目１番１２号 特定福祉用具販売 コープえひめ福祉用具貸

与事業所松山
愛媛県松山市朝生田町三
丁目１番１２号 平成２０年３月３１日

３８７０４００６１５ 社会福祉法人八幡浜市社
会福祉協議会

愛媛県八幡浜市松柏乙１１
０１番地八幡浜市保健福祉
総合センター２階

訪問介護 湯島の里介護事業所 愛媛県八幡浜市五反田１
番耕地８０６番地 平成２０年３月３１日

３８７０７００４８５ 大洲市 愛媛県大洲市大洲６９０－
１ 通所介護 大洲市指定通所介護事業

所肱流苑
愛媛県大洲市肱川町宇和
川６５番地 平成２０年３月３１日

３８７０８０００９５ 社会福祉法人愛美会 愛媛県四国中央市上分町
８－２ 訪問介護 ヘルパーステーション虹

の里
愛媛県四国中央市上分町
８－７３ 平成２０年３月３１日

３８７１４００１１９ 社会福祉法人西予市社会
福祉協議会

愛媛県西予市野村町野村
１２号１５番地 訪問入浴介護

社会福祉法人西予市社会
福祉協議会三瓶支所訪問
入浴介護事業所

愛媛県西予市三瓶町朝立
１番耕地３６０番地１西予
市三瓶保健福祉総合セン
ター

平成２０年３月３１日

３８７１４００３２５ 社会福祉法人西予市社会
福祉協議会

愛媛県西予市野村町野村
１２号１５番地 通所介護 西予市三瓶デイサービス

センター
愛媛県西予市三瓶町朝立
１番耕地３６０番地１ 平成２０年３月３１日

３８７３２００３４３ 社会福祉法人藤寿会 高知県南国市大そね乙１０
７２番地１ 訪問入浴介護 指定訪問入浴介護事業所

椿号
愛媛県今治市玉川町畑寺
甲甲１５番地１ 平成２０年３月３１日

３８７３２００８７１ 社会福祉法人上島町社会
福祉協議会

愛媛県越智郡上島町岩城
２２３９番地上島町岩城高齢
者生活福祉センター

訪問介護 弓削訪問介護事業所
愛媛県越智郡上島町弓削
上弓削２１８番地の２上島
町弓削福祉センター

平成２０年３月３１日

３８７３２００８８９ 社会福祉法人上島町社会
福祉協議会

愛媛県越智郡上島町岩城
２２３９番地上島町岩城高齢
者生活福祉センター

訪問介護 生名訪問介護事業所
愛媛県越智郡上島町生名
２１３３番地の３上島町生名
老人デイサービスセンタ
ー内

平成２０年３月３１日

３８７３５００２５４ 東洋殖産株式会社 愛媛県伊予郡松前町筒井
１５１５ 福祉用具貸与 東洋殖産株式会社 愛媛県伊予郡松前町筒井

１５１５ 平成２０年３月３１日

３８７３５００２５４ 東洋殖産株式会社 愛媛県伊予郡松前町筒井
１５１５ 特定福祉用具販売 東洋殖産株式会社 愛媛県伊予郡松前町筒井

１５１５ 平成２０年３月３１日

３８７３６００２３７ 森本建設株式会社 愛媛県喜多郡内子町内子
５７５番地 訪問介護 訪問介護センターやすら

ぎ
愛媛県喜多郡内子町内子
７１６番地 平成２０年３月３１日

３８７３６００２４５ 森本建設株式会社 愛媛県喜多郡内子町内子
５７５番地 通所介護 デイサービスセンターや

すらぎ
愛媛県喜多郡内子町内子
７１６番地 平成２０年３月３１日

３８７３６００３４４ 森本建設株式会社 愛媛県喜多郡内子町内子
５７５番地 通所介護 デイサービスセンターゆ

うなぎ
愛媛県喜多郡内子町城廻
６１３番地１ 平成２０年３月３１日

愛 媛 県 報平成２０年５月３０日 第１９６８号
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�愛媛県告示第８７９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止した

旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８８０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のとおり指定介護予防サービス事

業を廃止した旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８７４０００４１１ 社会福祉法人愛南町社会
福祉協議会

愛媛県南宇和郡愛南町御
荘平城２１３９ 訪問介護 愛南町社協内海訪問介護

事業所
愛媛県南宇和郡愛南町柏
４３４番地１内海保健セン
ター内

平成２０年３月３１日

３８７０３０１０８６ 株式会社ケアドリーミー 愛媛県宇和島市丸穂町四
丁目２番２４号 訪問介護 訪問介護そよかぜ 愛媛県宇和島市丸穂町四

丁目２番２４－３０５号 平成２０年４月１日

３８７０６００４１２ 有限会社寺町電器商会 愛媛県西条市大町１５７８番
地の２ 福祉用具貸与 有限会社寺町電器商会 愛媛県西条市大町１５７８番

地の２ 平成２０年４月１４日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅介護支援事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８１０１１２３１２ 医療法人渡辺泌尿器科内
科

愛媛県松山市山越町４４５
番地１ 居宅介護支援 渡辺泌尿器科内科 愛媛県松山市山越町４４５

番地１ 平成２０年３月３１日

３８１０１２８６１５ 医療法人千寿会 愛媛県松山市道後姫塚２１
－２１ 居宅介護支援 医療法人千寿会道後温泉

病院
愛媛県松山市道後姫塚２１
－２１ 平成２０年３月３１日

３８７０１０１９１６ 特定非営利活動法人ワー
カーズコレクティブとも 愛媛県松山市溝辺町甲９４ 居宅介護支援 溝辺ともの家 愛媛県松山市溝辺町甲１１

９－１ 平成２０年３月３１日

３８７０５０１０４０ 有限会社デイサービスセ
ンターふれんど

愛媛県新居浜市萩生２８９６
番地２ 居宅介護支援 指定居宅介護支援事業所

ふれんど
愛媛県新居浜市萩生２８９６
番地２ 平成２０年３月３１日

３８７１４００２１８ 社会福祉法人宇和町社会
福祉施設協会

愛媛県西予市宇和町久枝
甲１４３４番地１ 居宅介護支援 あんしんの家 愛媛県西予市宇和町新城

１０７２番地 平成２０年３月３１日

３８７３２００８４８ 社会福祉法人上島町社会
福祉協議会

愛媛県越智郡上島町岩城
２２３９番地上島町岩城高齢
者生活福祉センター

居宅介護支援 弓削居宅介護支援事業所
愛媛県越智郡上島町弓削
上弓削２１８番地の２上島
町弓削福祉センター

平成２０年３月３１日

３８７３５０００１５ 有限会社ミネケアシステ
ム

愛媛県伊予郡松前町出作
２４０－６ 居宅介護支援 ミネケアシステム居宅介

護支援事業所
愛媛県伊予郡松前町出作
２４０－６ 平成２０年３月３１日

３８７３６００２６０ 森本建設株式会社 愛媛県喜多郡内子町内子
５７５番地 居宅介護支援 居宅介護支援センターや

すらぎ
愛媛県喜多郡内子町内子
７１６番地 平成２０年３月３１日

３８７３８０００５０ 社会福祉法人宇和町社会
福祉施設協会

愛媛県西予市宇和町卯之
町１４３４番地１ 居宅介護支援 居宅介護支援事業所福祉

の里
愛媛県西予市宇和町久枝
１４４２－１ 平成２０年３月３１日

３８７３８０００６８ 社会福祉法人宇和町社会
福祉施設協会

愛媛県西予市宇和町久枝
１４３４番地１ 居宅介護支援 游の里デイサービスセン

ター
愛媛県西予市宇和町明間
６１２５ 平成２０年３月３１日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定介護予防サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８６０４９０８６５ 社会福祉法人白寿会 愛媛県松山市天山二丁目
４番１７号 介護予防訪問看護 訪問看護ステーション西

安
愛媛県八幡浜市大平１番
耕地８７０番地２ 平成２０年３月３１日

３８７０１０２０１３ 生活協同組合コープえひ
め

愛媛県松山市朝生田町三
丁目１番１２号

介護予防福祉用具
貸与

コープえひめ福祉用具貸
与事業所松山

愛媛県松山市朝生田町三
丁目１番１２号 平成２０年３月３１日

３８７０１０２０１３ 生活協同組合コープえひ
め

愛媛県松山市朝生田町三
丁目１番１２号

特定介護予防福祉
用具販売

コープえひめ福祉用具貸
与事業所松山

愛媛県松山市朝生田町三
丁目１番１２号 平成２０年３月３１日

３８７０４００６１５ 社会福祉法人八幡浜市社
会福祉協議会

愛媛県八幡浜市松柏乙１１
０１番地八幡浜市保健福祉
総合センター２階

介護予防訪問介護 湯島の里介護事業所 愛媛県八幡浜市五反田１
番耕地８０６番地 平成２０年３月３１日

３８７０７００４８５ 大洲市 愛媛県大洲市大洲６９０－
１ 介護予防通所介護 大洲市指定通所介護事業

所肱流苑
愛媛県大洲市肱川町宇和
川６５番地 平成２０年３月３１日

３８７１４００３２５ 社会福祉法人西予市社会
福祉協議会

愛媛県西予市野村町野村
１２号１５番地 介護予防通所介護 西予市三瓶デイサービス

センター
愛媛県西予市三瓶町朝立
１番耕地３６０番地１ 平成２０年３月３１日

愛 媛 県 報平成２０年５月３０日 第１９６８号
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�愛媛県告示第８８３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、伊予市宮下、下三谷、下吾川、中山町佐礼谷及び双海町高岸

地域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同条第６項にお

いて準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり土地改良

事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用道路整備事業・伊予山海地区）変更

計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２０年６月２日から６月２７日まで

３ 縦覧場所

伊予市役所、伊予市役所中山地域事務所及び伊予市役所双海地

域事務所

�愛媛県告示第８８１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定の辞退があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８８２号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３７条の４第２項の規定により、次のとおり指定調査機関の住所及び事務所の所在地を変更

する旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８７３２００３４３ 社会福祉法人藤寿会 高知県南国市大そね乙１０
７２番地１

介護予防訪問入浴
介護

指定訪問入浴介護事業所
椿号

愛媛県今治市玉川町畑寺
甲１５－１ 平成２０年３月３１日

３８７３２００８７１ 社会福祉法人上島町社会
福祉協議会

愛媛県越智郡上島町岩城
２２３９番地上島町岩城高齢
者生活福祉センター

介護予防訪問介護 弓削訪問介護事業所
愛媛県越智郡上島町弓削
上弓削２１８番地の２上島
町弓削福祉センター

平成２０年３月３１日

３８７３２００８８９ 社会福祉法人上島町社会
福祉協議会

愛媛県越智郡上島町岩城
２２３９番地上島町岩城高齢
者生活福祉センター

介護予防訪問介護 生名訪問介護事業所
愛媛県越智郡上島町生名
２１３３番地の３上島町生名
老人デイサービスセンタ
ー内

平成２０年３月３１日

３８７３５００２５４ 東洋殖産株式会社 愛媛県伊予郡松前町筒井
１５１５

介護予防福祉用具
貸与 東洋殖産株式会社 愛媛県伊予郡松前町筒井

１５１５ 平成２０年３月３１日

３８７３５００２５４ 東洋殖産株式会社 愛媛県伊予郡松前町筒井
１５１５

特定介護予防福祉
用具販売 東洋殖産株式会社 愛媛県伊予郡松前町筒井

１５１５ 平成２０年３月３１日

３８７３６００２３７ 森本建設株式会社 愛媛県喜多郡内子町内子
５７５番地 介護予防訪問介護 訪問介護センターやすら

ぎ
愛媛県喜多郡内子町内子
７１６番地 平成２０年３月３１日

３８７３６００２４５ 森本建設株式会社 愛媛県喜多郡内子町内子
５７５番地 介護予防通所介護 デイサービスセンターや

すらぎ
愛媛県喜多郡内子町内子
７１６番地 平成２０年３月３１日

３８７４０００４１１ 社会福祉法人愛南町社会
福祉協議会

愛媛県南宇和郡愛南町御
荘平城２１３９ 介護予防訪問介護 愛南町社協内海訪問介護

事業所
愛媛県南宇和郡愛南町柏
４３４番地１内海保健セン
ター内

平成２０年３月３１日

３８７０３０１０８６ 株式会社ケアドリーミー 愛媛県宇和島市丸穂町四
丁目２番２４号 介護予防訪問介護 訪問介護そよかぜ 愛媛県宇和島市丸穂町四

丁目２番２４－３０５号 平成２０年４月１日

３８１０１１８５１７ 医療法人山本整形外科 愛媛県松山市内宮町５３３
番地４

介護予防短期入所
療養介護 山本整形外科 愛媛県松山市内宮町５３３

番地４ 平成１８年７月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護療養型医療
施 設 の 開 設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
辞退に係る指定介護療養型医療施設

届出年月日
名 称 所 在 地

３８１０１１１３２２ 医療法人和仁会 愛媛県松山市井門町５７４
番地１

介護療養型医療施
設

医療法人和仁会門田内科
循環器科医院

愛媛県松山市井門町５７４
番地１ 平成２０年３月３１日

３８１０３１０５０２ 宇和島市
愛媛県宇和島市曙町１
（宇和島郵便局私書箱第
１９号）

介護療養型医療施
設 宇和島市立吉田病院 愛媛県宇和島市吉田町北

小路甲２１７番地 平成２０年３月３１日

３８１１３１００１４ 四国中央市 愛媛県四国中央市三島宮
川四丁目６番５５号

介護療養型医療施
設

四国中央市国民健康保険
新宮診療所

愛媛県四国中央市新宮町
新宮５０番地 平成２０年３月３１日

指定調査機関の名称
指 定 調 査 機 関 の 住 所 調 査 事 務 を 行 う 事 務 所 の 所 在 地

変更年月日
変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

特定非営利活動法人ＪＭ
ＡＣＳ

愛媛県松山市三番町六丁
目５番地１９扶桑ビル２階

愛媛県松山市千舟町六丁
目１番地３チフネビル５０
１

愛媛県松山市三番町六丁
目５番地１９扶桑ビル２階

愛媛県松山市千舟町六丁
目１番地３チフネビル５０
１

平成２０年５月１日

愛 媛 県 報平成２０年５月３０日 第１９６８号
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�愛媛県告示第８８４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、伊予市宮下、上三谷、上吾川、三秋及び稲荷地域に係る県営

土地改良事業計画を変更したので、同条第６項において準用する同

法第８７条第５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画書

の写しを縦覧に供する。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・伊予山海地区）変更計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成２０年６月２日から６月２７日まで

３ 縦覧場所

伊予市役所

�������
�愛媛県告示第８８５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

新居浜市大生院字貴船谷２０９９の１、字中尾成２１０２の２、２１０２

の３

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字貴船谷２０９９の１・字中尾成２１０２の２・２１０２の３（以上

３筆について、次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

西条市大浜字田ノ上６２８５の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字田ノ上６２８５の２（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林の所在場所

西条市飯岡字前坂２９８３

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字前坂２９８３（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁並びに関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８８６号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

新居浜市大永山字鶴嘴３３９の１（次の図に示す部分に限る。）、

３３９の２８、３３９の２９

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び新居浜市役所

に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第８８７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３号第１項の規定に基づ

き、松山広域都市計画下水道事業北条公共下水道（松山市施行）の

事業計画の変更を次のように認可した。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

昭和３３年１０月１５日

平成２６年３月３１日

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし
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�愛媛県告示第８８８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３号第１項の規定に基づ

き、松山広域都市計画下水道事業松山公共下水道（松山市施行）の

事業計画の変更を次のように認可した。

愛 媛 県 報平成２０年５月３０日 第１９６８号
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平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

昭和３３年１０月１５日

平成２６年３月３１日

２ 事業地

� 収用の部分

ア 追加する部分

（西部排水区）

三杉町の一部

（北部排水区）

堀江町の一部

イ 削除する部分

なし

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第８８９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３号第１項の規定に基づ

き、久万都市計画下水道事業久万公共下水道（久万高原町施行）の

事業計画の変更を次のように認可した。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

平成７年１０月４日

平成２６年３月３１日

２ 事業地

� 収用の部分

ア 追加する部分

なし

イ 削除する部分

なし

� 使用の部分

ア 追加する部分

なし

イ 削除する部分

愛媛県上浮穴郡久万高原町久万の一部

�������
�愛媛県告示第８９０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

小松町第六土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

就 任

退 任
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�愛媛県告示第８９１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市下島山土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第８９２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市吉岡泉土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 真 鍋 猛 西条市小松町新屋敷甲７５４番地２

〃 玉 井 駒 喜 西条市小松町新屋敷甲１８８１番地

〃 藤 井 喜代治 西条市小松町新屋敷甲１８３８番地第１

〃 近 藤 勝 博 西条市小松町新屋敷甲２６２５番地３

〃 渡 部 一太郎 西条市小松町新屋敷甲２６４０番地１

〃 高 井 千 裕 西条市小松町新屋敷甲２２１６番地

〃 尾 上 政 利 西条市小松町新屋敷甲１３７２番地

〃 今 井 武 志 西条市小松町南川甲２５２番地第２

〃 渡 部 長 子 西条市小松町新屋敷乙６０番地８３

〃 能 瀬 瞳 西条市小松町新屋敷乙６５番地５

〃 日 野 公 文 西条市小松町新屋敷甲１６７７番地２

〃 戸 田 初 恵 西条市小松町北川１４４番地１

監 事 北 田 旨 尚 西条市小松町新屋敷甲２９９９番地６

〃 平 井 健 詞 西条市小松町新屋敷甲６７５番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 近 藤 昭 西条市小松町新屋敷甲２６９４番地３

〃 真 鍋 猛 西条市小松町新屋敷甲７５４番地２

〃 藤 井 喜代治 西条市小松町新屋敷甲１８３８番地第１

〃 野 村 頼 夫 西条市小松町北川３９１番地１

〃 佐 伯 輝 文 西条市小松町南川甲３２番地

〃 高 井 千 裕 西条市小松町新屋敷甲２２１６番地

〃 尾 上 和 虎 西条市小松町新屋敷甲１８８０番地

〃 玉 井 駒 喜 西条市小松町新屋敷甲１８８１番地

〃 渡 部 長 子 西条市小松町新屋敷乙６０番地８３

〃 曽我部 修 西条市小松町新屋敷乙６０番地３

〃 真 鍋 忠 夫 西条市小松町新屋敷甲２６８２番地

〃 隅 田 英次郎 西条市樋之口２１６番地６

監 事 伊 藤 信 博 西条市小松町新屋敷甲５２３番地３

〃 桑 原 拓 司 西条市小松町新屋敷甲２１２０番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 西 原 功 西条市下島山甲６６２番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 浅 野 巧 西条市下島山甲７０８番地

愛 媛 県 報平成２０年５月３０日 第１９６８号
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退 任
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�愛媛県告示第８９３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市洪水土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

就 任

退 任
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�愛媛県告示第８９４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市船屋土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 橋 本 憬 範 新居浜市郷５－８－３６

〃 塩 見 政 雄 新居浜市郷３－１５－１４

〃 真 木 克 哲 新居浜市郷４－１２－１４

〃 小 野 洋 司 新居浜市郷２－５－２８

〃 渡 辺 剛 光 新居浜市神郷２－１－２１

〃 高 橋 昭 進 新居浜市宇高町１－７－２３

〃 高 橋 勇 新居浜市宇高町２－５－３３

〃 近 藤 國 廣 新居浜市宇高町１－１６－１６

〃 長 尾 重 宏 新居浜市宇高町２－１２－１３

〃 伊 藤 元 一 新居浜市田の上１－１６－１４

〃 福 西 一 人 新居浜市田の上１－１３－５

〃 石 井 俊 一 新居浜市八幡３－４－１３

〃 小 野 厚 新居浜市沢津町２－２－１７

〃 小 野 彪 新居浜市沢津町２－７－３８

〃 横 井 平 和 新居浜市沢津町２－９－３８

〃 小 野 和 男 新居浜市沢津町３－６－１８

監 事 碓 井 信 雄 新居浜市松神子２－７－３５

〃 岡 田 雅 夫 新居浜市宇高町２－９－３３

〃 白 籏 愛 一 新居浜市清水町１０－２３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 田 進 新居浜市郷４－６－６

〃 渡 辺 正 夫 新居浜市郷４－１０－３７

〃 相 坂 広 秋 新居浜市郷３－１３－４４

〃 山 本 貞 雄 新居浜市神郷２－５－１４

〃 小 野 久 男 新居浜市落神５－１０

〃 近 藤 國 廣 新居浜市宇高町１－１６－１６

〃 高 橋 勇 新居浜市宇高町２－５－３３

〃 岡 田 雅 夫 新居浜市宇高町２－９－３３

〃 長 尾 重 宏 新居浜市宇高町２－１２－１３

〃 岩 崎 靖 新居浜市田の上２－１１－４２

〃 岩 崎 俊 逸 新居浜市田の上４－９－６

〃 石 井 俊 一 新居浜市八幡３－４－１３

〃 小 野 厚 新居浜市沢津町２－２－１７

〃 小 野 彪 新居浜市沢津町２－７－３８

〃 横 井 平 和 新居浜市沢津町２－９－３８

〃 小 野 和 男 新居浜市沢津町３－６－１８

監 事 白 籏 愛 一 新居浜市清水町１０－２３

〃 柴 田 澄 夫 新居浜市郷４－９－４５

〃 永 易 敏 夫 新居浜市高田１－６－１６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 小 野 光 廣 新居浜市吉岡町１３－３２

〃 石 川 雄 三 新居浜市宮原町８－３４

〃 高 橋 征 三 新居浜市星原町１３－１６

〃 久 保 慶 朝 新居浜市星原町４－１７

〃 神 野 晄 一 新居浜市本郷二丁目６－８

〃 土 岐 清 新居浜市横水町１３－１７

〃 坂 本 茂 久 新居浜市滝の宮町４－１３

〃 青 木 忠 好 新居浜市久保田町三丁目２－１５

〃 高 橋 文二郎 新居浜市西町３－９

〃 白 石 治 郎 新居浜市徳常町４－３８

監 事 山 内 孝 之 新居浜市久保田町三丁目３－１６

〃 杉 本 馨 新居浜市北内町四丁目６－２７

〃 源 代 富 一 新居浜市中須賀町一丁目４－２１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 小 野 光 廣 新居浜市吉岡町１３－３２

〃 石 川 雄 三 新居浜市宮原町８－３４

〃 高 橋 征 三 新居浜市星原町１３－１６

〃 久 保 慶 朝 新居浜市星原町４－１７

〃 神 野 晄 一 新居浜市本郷二丁目６－８

〃 土 岐 清 新居浜市横水町１３－１７

〃 矢 野 秋 好 新居浜市宮西町１－２９

〃 坂 本 茂 久 新居浜市滝の宮町４－１３

〃 高 橋 文二郎 新居浜市西町３－９

〃 白 石 治 郎 新居浜市徳常町４－３８

監 事 山 内 孝 之 新居浜市久保田町三丁目３－１６

〃 古 川 良 樹 新居浜市瀬戸町１２－２

〃 杉 本 馨 新居浜市北内町四丁目６－２７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 矢 野 善 則 西条市船屋甲３５０番地

〃 川 上 弘 西条市船屋甲５１９番地

〃 遊 口 実 西条市船屋甲６１０番地

〃 川 上 敏 数 西条市船屋甲６２－３番

〃 加 藤 稔 西条市船屋甲５３９番地

監 事 近 藤 好 弘 西条市船屋甲６４２番地

〃 遊 口 誠 二 西条市船屋甲５２１番地

愛 媛 県 報平成２０年５月３０日 第１９６８号

６８１



公 告
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�愛媛県告示第８９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、今治市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の

届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿
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�愛媛県告示第８９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

道前道後土地改良区連合から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２０年５月３０日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

就 任

退 任

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛情報スーパーハイウェイ機器等の借入れ及び保守運用管

理業務の委託

� 借入物品名、委託業務名及び数量

入札説明書及び仕様書による。

� 借入物品及び委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間及び委託期間

平成２０年１２月１日から平成２６年１１月３０日まで

� 借入場所及び委託業務の履行場所

知事が指定する場所

� 入札方法

ア この入札は、愛媛県電子入札運用基準に基づき、所定の手

続により紙入札を承諾した場合を除き、入札書の提出、開札

等の行為を電子入札システムにより行う。

なお、電子入札システムの利用者登録を行っていない入札

参加資格者が応札する場合は、紙入札を行うものとする。

イ 入札金額は、１月当たりの代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相

当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２０年度から平成２２年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期限までに確実に納入できる体制が整備されていること

を証明した者であること。

� 借入物品に係るネットワークシステムと同程度のシステム運

用管理・保守業務の実績を有し、委託業務について、適切かつ

迅速に履行し得る体制が整備されていることを証明した者であ

ること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県企画情報部管理局情報政策課ネットワーク運営係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２８９

� 入札書の受領期限

ア 電子入札による場合は、平成２０年７月１１日（金）午前９時

から同月１４日（月）午後５時まで

イ 紙入札による場合は、開札の日時に開札の場所へ持参して

提出し、又は平成２０年７月１４日（月）午後５時３０分までに�
に掲げる場所に郵送すること。

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２０年７月１５日（火）午前１０時

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 矢 野 善 則 西条市船屋甲３５０番地

〃 遊 口 実 西条市船屋甲６１０番地

〃 川 上 敏 数 西条市船屋乙９番地

〃 加 藤 稔 西条市船屋甲５３９番地

監 事 川 上 弘 西条市船屋甲５１９番地

〃 近 藤 好 弘 西条市船屋甲６４２番地

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ほ場整備事業 古谷下地区 平成２０年３月２７日

農業用道路整備事業 古谷下地区 平成２０年３月２７日

農業用用排水施設整備事業 古谷下地区 平成２０年３月２７日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 藤 宏太郎 西条市大町２４４番地４号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 市 郎 西条市安用甲７４５番地１号

愛 媛 県 報平成２０年５月３０日 第１９６８号
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愛媛県庁本館１階 企画情報部管理局情報政策課システム設

計室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認

申請書（以下「確認申請書」という。）を知事に提出し、入札

参加資格の確認を受けること。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 確認申請書の受領期限

� 電子入札による場合は、平成２０年５月３０日（金）午前９

時から平成２０年６月２６日（木）午後５時まで

� 紙入札による場合は、平成２０年６月２６日（木）午後５時

までに３�に掲げる場所へ持参して提出し、又は郵送する
こと。

イ 郵便等による確認申請書の取扱い

郵便等により確認申請書を提出する場合は、平成２０年６月

２６日（木）午後５時までに、３�に掲げる場所に必着のこと。
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入し、かつ、委託業務を履行でき

ると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条

の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価

格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Ehime

Information Super Highway（Network System），１ set

Nature and quantity of the service to be rendered：

Operation management and maintenance service for Ehime

Information Super Highway（Network System），１ set

� Time limit of tender：１０：００ a．m．，１５ July２００８

� For further information， please contact： Network

Management Section， Information Pol icy Divis ion，

Administrative Subdepartment，Planning and Information

Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

Tel０８９―９１２―２２８９

�������
�公 告

公文書の公開の実施状況

平成１９年度の公開請求等に対する公文書の公開の実施状況の概要

を次のとおり公表する。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公文書の公開の請求等及び処理の状況

（単位：件）

区 分
請求等の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

公 開 部分公開 非 公 開

公開請求等
５３６
（１２３）

３０６
（８０）

１６３
（２８）

３１
（６）

３６
（９）

公開申請等
９
（３）

４
（０）

４
（３）

０
（０）

１
（０）

計
５４５
（１２６）

３１０
（８０）

１６７
（３１）

３１
（６）

３７
（９）

注１ 公開請求等とは、愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号。以
下「条例」という。）に基づく公開請求及び公開申出をいう。
２ 公開申請等とは、条例附則第３項ただし書の規定によりなおその効力を
有するものとされている愛媛県情報公開要綱（平成５年１０月愛媛県・愛媛
県公営企業管理局・愛媛県教育委員会・愛媛県選挙管理委員会・愛媛県人
事委員会・愛媛県監査委員・愛媛県地方労働委員会・愛媛県収用委員会・
愛媛海区漁業調整委員会・愛媛県内水面漁場管理委員会告示第１２５５号。以
下「要綱」という。）に基づく公開申請及び公開申出をいう。
３ （ ）内は、公開申出の件数であり、いずれも内数である。

２ 公文書の公開の請求等の実施機関別内訳

（単位：件）
実 施 機 関 公開請求等件数 公開申請等件数

総 務 部 ４９ ０

企 画 情 報 部 １ ０

知 県 民 環 境 部 ２６ ０

保 健 福 祉 部 ６８ ２

経 済 労 働 部 １０ １

農 林 水 産 部 １３ ０

事 土 木 部 １９２ ５

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２０年５月１９日 ＮＰＯ法人 スペース宇宙 � 田 義 勝 松山市大可賀二丁目１番２８号アイ
テムえひめ内

この法人は、２１世紀を担う青少年に宇宙及び科
学に関する教育活動や国際交流などの事業を行
い、子ども達の理科・科学に対する探究心や向
上力を培い、創造力と命を大切にする健全な精
神を養い、親と子の共通の課題と目標を達成さ
せ、豊かな人間の育成を目的とする。

愛 媛 県 報平成２０年５月３０日 第１９６８号
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出 納 局 １ ０

小 計 ３６０ ８

議 会 ５

公 営 企 業 管 理 者 ０ ０

教 育 委 員 会 ６３ １

選 挙 管 理 委 員 会 ６４ ０

人 事 委 員 会 ４ ０

監 査 委 員 ２ ０

公 安 委 員 会
３８

警 察 本 部 長

労 働 委 員 会 ０ ０

収 用 委 員 会 ０ ０

海区漁業調整委員会 ０ ０

内水面漁場管理委員会 ０ ０

合 計 ５３６ ９

３ 公文書の公開の請求等の主な内容

（単位：件）

請 求 等 の 主 な 内 容 公開請求等件数 公開申請等件数

道路等図面関係 １６５ ４

政治資金及び選挙費用関係 ９４ ０

名簿関係 ５２ ０

試験問題関係 ４０ ０

４ 公文書公開請求者等別の内訳

（単位：件）
公 開 請 求 者 等 の 区 分 公開請求等件数 公開申請等件数

� 県内に住所を有する者 １７７ ３

� 県内に事務所又は事業所を有する個
人及び法人その他団体

２３４ ３

� 県内の事務所又は事業所に勤務する者 ０ ０

� 県内の学校に在学する者 ０ ０

� �から�までに掲げるもののほか、
実施機関が行う事務又は事業に利害関
係を有する個人及び法人その他団体

２ ０

� �から�までに掲げるもの以外のもの １２３ ３

５ 不服申立て等の状況

� 不服申立て

（単位：件）
不服申立て件数 処 理 の 状 況

１８年度
からの
繰 越
件 数

１９年度
不 服
申立て
件 数

裁 決 又 は 決 定

審理中 取下げ却 下 棄 却 一 部
認 容

認 容

０ １ ０ ０ ０ ０ １ ０

注 不服申立てとは、公文書の公開請求に対する決定について、行政不服
審査法（昭和３７年法律第１６０号）に基づく不服申立てをいう。

� 不服申出

実績なし

�������
�公 告

個人情報の開示等の実施状況

平成１９年度の開示請求等に対する個人情報の開示等の実施状況の

概要を次のとおり公表する。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 個人情報取扱事務の登録件数

（単位：件）

実 施 機 関 １９年度末件数

総 務 部 ６４

企 画 情 報 部 ２９

知 県 民 環 境 部 １５７

保 健 福 祉 部 ４６９

経 済 労 働 部 ７８

農 林 水 産 部 ２０４

事 土 木 部 １３０

出 納 局 ９

小 計 １，１４０

議 会 １０

公 営 企 業 管 理 者 １６

教 育 委 員 会 １７４

選 挙 管 理 委 員 会 １９

人 事 委 員 会 ４

監 査 委 員 ５

公 安 委 員 会
１５９

警 察 本 部 長

労 働 委 員 会 ４

収 用 委 員 会 １１

海区漁業調整委員会 ２

内水面漁場管理委員会 １

合 計 １，５４５

２ 個人情報の開示請求の状況

� 書面による開示請求

（単位：件）

実 施 機 関
請 求 の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

開 示 部 分 開 示 非 開 示

知 事 １８ １０ ６ ２ ０

公営企業管
理者 ４６ ２９ １６ ０ １

教育委員会 ６ ６ ０ ０ ０

警察本部長 ８ １ ６ １ ０

合 計 ７８ ４６ ２８ ３ １

注 他の実施機関については、実績なし。

� 口頭による開示請求

（単位：件）
実 施 機 関 請求の件数

総 務 部 １２

知 県 民 環 境 部 １６

事 保 健 福 祉 部 ８０

小 計 １０８

教 育 委 員 会 ７，３７２

人 事 委 員 会 １３９

警 察 本 部 長 １５，９４７

合 計 ２３，５６６

注１ 「口頭による開示請求」とは、実施機関があらかじめ定めた個人情
報について、口頭により開示請求できるものであり、請求があった場
合は、原則開示するものである。
２ 他の実施機関については、実績なし。

３ 個人情報の訂正請求の状況

実績なし

４ 個人情報の利用停止請求の状況

（単位：件）

実 施 機 関
請 求 の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

全部利用停止 部分利用停止 非利用停止

知 事 １ ０ ０ １ ０

合 計 １ ０ ０ １ ０

注 他の実施機関については、実績なし。

５ 不服申立ての状況

実績なし
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教育委員会規則

人事委員会規則

�公 告

家畜排せつ物の利用の促進を図るための愛媛県計画について

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成

１１年法律第１１２号）第８条第１項の規定に基づき、家畜排せつ物の

利用の促進を図るための愛媛県計画（平成１２年１０月２７日付け公告）

を変更した。

この計画書の写しは、農林水産部農業振興局畜産課及び各家畜保

健衛生所において供覧する。

平成２０年５月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県教育委員会規則第１５号
ボランティア活動を促進するための教育委員会所管の教育機関の使用料等減免規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年５月３０日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

ボランティア活動を促進するための教育委員会所管の教育機関の使用料等減免規則の一部を改正する規則

ボランティア活動を促進するための教育委員会所管の教育機関の使用料等減免規則（平成１５年愛媛県教育委員会規則第９号）の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１ えひめ青少年ふれあいセンター

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

附 則

この規則は、平成２０年６月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則１３－１５８
愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年５月３０日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則（愛媛県人事委員会規則１３－１７）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

委託地

方公共

団体

機 関 職

委託地

方公共

団体

機 関 職

省略 省略

久万高

原町

省略 久万高

原町

省略

町長部

局

省略 町長部

局

省略

出先

機関

省略 出先

機関

省略

病院 統括院長 院長 事務局長

総看護師長

病院 院長 事務局長

総看護師長
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公安委員会規則

警察本部告示

省略 省略

省略 省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第４号
車両の運転者等又は使用者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則を廃止する規則を次のように定める。

平成２０年５月３０日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

車両の運転者等又は使用者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則を廃止する規則

車両の運転者等又は使用者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則（昭和６２年愛媛県公安委員会規則第３号）は、

廃止する。

附 則

この規則は、平成２０年６月１日から施行する。

�愛媛県警察本部告示第１号
愛媛県個人情報保護条例第２７条第１項の規定による口頭による開示請求をすることができる個人情報（平成１８年１０月愛媛県警察本部告示

第２号）の一部を次のように改正し、平成２０年６月１日から施行する。

平成２０年５月３０日

愛媛県警察本部長 廣 田 耕 一

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条

第１項の規定により、口頭による開示請求をすることができる個人

情報を次のとおり定め、告示の日から施行し、愛媛県個人情報保護

条例第２７条第１項の規定による口頭による開示請求をすることが

できる個人情報（平成１８年１月愛媛県警察本部告示第１号）は、平

成１８年１０月３０日限り、廃止する。

愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条

第１項の規定により、口頭による開示請求をすることができる個人

情報を次のとおり定め、告示の日から施行し、愛媛県個人情報保護

条例第２７条第１項の規定による口頭による開示請求をすることが

できる個人情報（平成１８年１月愛媛県警察本部告示第１号）は、平

成１８年１０月３０日限り、廃止する。

口頭による開示請求をすること

ができる個人情報の内容

口頭による開

示請求をする

ことができる

期間

口頭による開

示請求をする

ことができる

場所

口頭による開示請求をすること

ができる個人情報の内容

口頭による開

示請求をする

ことができる

期間

口頭による開

示請求をする

ことができる

場所
試験等の名称 開示する内容 試験等の名称 開示する内容

省略 省略

運転免許試験

（学科試験）

不合格者に係

る得点

合格発表の日 交通部運転免

許試験課

平成２０年５月３０日 発行
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